
治験実施医療機関・治験施設支援機関および治験依頼者の方へ 
当院では、治験審査委員会が設置されていない治験実施医療機関における治験に関して、 

当該施設長より依頼をいただいた場合に、当院に設置する治験審査委員会での審査を受託いたします。 
以下に、【治験審査委受託手続きの流れ】を示します。 
申し込み、打ち合わせ、手続き等の来院に際しましては、事前にアポイントをお取り下さい。 

  
 
【治験審査委受託手続きの流れ】 
 
 

・審査委託手続きと委受託契約について説明します。 
 
 
          

 
初回ＩＲＢ開催月の 
前月上旬までに 
          

 
 

       ●申請書類 [委託書式２，３]を提出して下さい。 
・病院長が受け入れを判断し、 

   受託通知書 [院内委託書式７]にて通知します。 
 

●契約書類 [院内委託書式 1-1・1-2・2・5]を提出して下さい。 
・ＩＲＢの日程調整をしますので、責任医師の都合を確認してくだ

さい。 
・初回審査の日程をお知らせします。 

   
●審査依頼書 [委託書式 4]、添付資料 
●ＩＲＢ審査資料 [当院 SOP ６-２-２）に記載] １５部を 

提出して下さい。 
・初回審査の場合は責任医師の出席の要請をお願いします。 
・申し込み時提出文書を確認します。 

第４水曜日   

 

 初回審査の場合は 
・責任医師同席のもと依頼者の方より試験の概要について説明して

いただきます。 
・ 質疑応答 
・ 依頼者退出，責任医師退出 
・審議 

ＩＲＢ２週間後  

  治験審査結果通知書 [委託書式 5]を交付します。 
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